
○

 

小規模作業所や就労支援事業所等において、離職者、雇い止めされた派遣労働者等のうち各方面で技術等を身

 
につけた者を雇用し、工賃引き上げのための障害者への技術指導や、商品の品質向上を行う。

○

 

小規模作業所や障害者支援事業において、その商品の販売促進を目的とした「促進員」を雇用し、製品の販売促

 
進、市場開拓などの活動を展開する。
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■指導員・・・小規模作業所・就労事業所での技術指導、作業の効率

化、品質向上を図る

■促進員・・・企業や住宅街への訪問販売、新規市場の開拓

■その他（地域の実情に応じた取り組み）

助成 助成

雇用創出効果
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